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現
在
、
個
人
情
報
保
護
に
関
す

る
法
整
備
の
進
展
と
と
も
に
、
行

政
機
関
等
に
お
い
て
も
、
よ
り
適

切
な
個
人
情
報
の
保
護
を
図
る
こ

と
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　
特
に
、
二
〇
〇
五
年
四
月
か
ら

個
人
情
報
保
護
法
が
全
面
施
行
さ

れ
た
中
に
あ
っ
て
、
戸
籍
の
公
開

制
度
を
悪
用
し
て
、
他
人
の
戸
籍

謄
抄
本
を
不
正
取
得
、
不
正
利
用

す
る
事
件
が
相
次
い
で
お
り
、
戸

籍
法
に
対
す
る
国
民
の
不
満
や
不

安
が
高
ま
っ
て
い
る
。

　
そ
う
し
た
現
状
を
背
景
に
、
戸

籍
法
の
見
直
し
を
検
討
し
て
き
た

法
制
審
議
会
︵
法
相
の
諮
問
機
関
︶

の
戸
籍
法
部
会
は
昨
年
十
二
月
、

戸
籍
法
改
正
の
要
綱
案
を
ま
と
め

た
。
要
綱
案
で
は
、
交
付
請
求
者
の

本
人
確
認
や
、
第
三
者
に
よ
る
戸

籍
謄
抄
本
の
交
付
請
求
に
つ
い
て

は
﹁
正
当
な
理
由
が
あ
る
﹂
と
認
め

た
場
合
に
限
っ
て
交
付
で
き
る
と

制
限
、
ま
た
弁
護
士
な
ど
の
有
資

格
者
に
よ
る
請
求
に
つ
い
て
も
依

頼
者
名
と
具
体
的
理
由
の
明
示
な

ど
の
条
件
を
付
与
す
る
な
ど
、
こ

れ
ま
で
の
原
則
公
開
か
ら
原
則
非

公
開
へ
変
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
戸
籍
は
個
人
の
身
分
事
項
、
家

族
関
係
な
ど
の
情
報
が
満
載
さ
れ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
証

の
た
め
に
原
則
公
開
と
さ
れ
て
き

た
。
し
か
し
不
正
請
求
・
不
正
利
用

を
防
止
し
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保

護
す
る
観
点
か
ら
、
早
急
に
戸
籍

の
公
開
制
度
を
見
直
す
と
と
も
に
、

不
正
請
求
・
不
正
利
用
に
対
す
る

罰
則
を
強
化
す
べ
き
で
あ
る
。
政

府
に
対
し
、
戸
籍
法
改
正
の
早
期

実
現
を
強
く
要
望
す
る
。

提
出
先
　
衆
・
参
議
院
議
長
、
内
閣

総
理
大
臣
、
法
務
大
臣

公
開
制
度
見
直
し
な
ど
戸
籍
法
の

早
期
改
正
を
求
め
る

意
見
書
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●質問者も答弁者もより良い町を作るために熱心さが伝

わってきました。これからも頑張って頂きたいと思いま

す。　　　　　　　　　　　　　　　　（北永井Ｈさん）

●新町長のもとに全議員が出席し、中味の濃い会議を傍

聴できました。町役場対議員という構図の中でより良い

「町づくり」に頑張ってください。　　（藤久保Ｎさん）

●質問者の意見が聞きづらい。マイクの工夫が必要で

は。解答についても単純、明確にする事が必要だと思い

ます。　　　　　　　　　　　　　　　（藤久保Ｓさん）

●マイクの高さが低いために質問者、答弁者の姿勢が悪

い。議席の指定表が逆になっています。傍聴者の案内図

だと思いますから。答弁者の肩書きは分かるが名前が分

からない。表示すべきであると思うが？　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　（藤久保Ｙさん）

●形式的な答弁を減らして、時間の短縮を図ってほし

い。　　　　　　　　　　　　　　　　　（上富Ｋさん）

●（傍聴人に思う）傍聴中、途中から入室の場合、着席

している人の手前で腰をかがめるくらいのマナーがあっ

ても良いのではないでしょうか…　　　（藤久保Ｏさん）

●初めての傍聴でした。皆さん良く勉強していらっしゃ

るのでこれからも活発な質疑をして下さい。午前中でし

た。　　　　　　　　　　　　　　　　（藤久保Ｋさん）

●今日初めて傍聴させてもらいました。皆さんの一生懸

命な事、どんどん良い方に行くように進めてくださるよ

うにお願いします。　　　　　　　　　（藤久保Ｋさん）

●身近な問題を熱心に取り組んでいただき感動いたしま

した。　　　　　　　　　　　　　　　（藤久保Ｋさん）

●町民の税負担を少なくできる様、一生懸命考え提案し

ている一般質問を傍聴することができました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（上富Ｔさん）

３月定例議会を傍聴された方々から、たくさんの

ご意見・ご感想をいただきました。 傍
聴
席
か
ら

住所、氏名、年齢を記入していただくだけです。なお、傍聴席の定員は 33 名です。
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●初めて傍聴に来た。議会とはどんなものか…を見てみ

たかったので、これからも時々来てみたい。新町長の答

弁も関心があった。　　　　　　　　　（藤久保Ｔさん）

●３／6ということで空席は無理ですが、職員席は目立

ちます。答弁がなくてもせめて座っていてほしいと思い

ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（無記名）

●防犯パトロールについての質問のなかで、地域の人た

ちに協力を募り、犬の散歩を下校時間に合わせて頂くと

かは、他の地域でも実行しており、とても良い案と思い

ました。担当の方は是非実現して頂きたく思いました。

　町づくり懇談会についてですが、広報紙で住民に呼び

かけて広く参加者を募り、区ごとに日程を決めて町の担

当者を中心に意見を聞いて頂きたく思います。（無記名）

●町の状況が良くわかり大変良かったと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（藤久保Ｋさん）

●安全な町づくりに大変興味があり、しっかりとした考

えを聞けて良かったです。　　　　　　（藤久保Ｍさん）

●個人情報保護も大切ですが、町民の生活を守る視点で

積極的に空家対策を考えて頂きたいです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（藤久保Ｍさん）

●子どもの安全をまず第一に考えて、いろいろ検討して

頂ければうれしく思います。事故があってＴＶ局で報道

されるような事態はあってはならないと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（藤久保Ｔさん）

●担当課長のお話は、とても議員の質問の答弁になって

なかった様に思います。初めての議会ですが担当課長の

子ども達に対する真心の解答がほしかったと思います。

今、世の中が騒がれている中この対応ではちょっと…ひ

どいです。学校に言いたいです。　　　（Ｔさん）

●特にありません。共産党には困ったものだ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（藤久保Ｙさん）

●議場が近いので理解力が増して良かったと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（毛呂山町Ｎさん）

●新町長の施政方針の発表に新しい三芳町づくりの姿勢

を感じました。少子高齢化に伴い文化会館・体育館の建

設に対し、住民の方々より足の確保、交通が不便でとの

声を聞きます。みんなにやさしい町づくりを更に望みま

す。交通の便のことが施政方針になかったと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（みよし台Ｉさん）

●説明についての意見（発言者）があまりにも枠を外し

ていますので時間短縮すべきであると思います。

　担当課長の一部の者の説明について、話し方があまり

はっきりしておりません。習得すべきでしょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（藤久保Ｙさん）

●町長選挙の影響とはいえ12 名の議会運営は厳しい。

地方議会に定数削減の流れがあるが、委員会構成を考え

ると16名が限度と思う。

　議員資質のレベルアップ（選挙民＝有権者の責任）

　議員発議の取り扱いについて、質疑応答は提案者の自

席が自然だと思われる。これからの当町の変化と発展に

期待する。　　　　　　　　　　　（ふじみ野市Ｔさん）

●国民保護についての発言は、議員として、町民に対す

る安心安全町づくりを推進していく事に逆行している！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（藤久保Ｙさん）

●午前中傍聴させていただいたが、個々の議案の説明を

聞くのみで終わってしまい、議員の質疑を聞けなくて残

念でした。次回傍聴の際は質疑を聞きたいと思う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（北永井Ａさん）

議会傍聴時に

手話通訳が利用できます

　今後、聴覚障

がい者の方に

対し、手話通訳

者（写真参考）

を配した議会

傍聴をご利用

できます。

　「手話通訳者」は、町より派遣依頼をいたします

ので、あらかじめ傍聴する日にち・時間を決めて

事務を行います。

　ついては、議会の傍聴をご希望の際は、お早め

に議会事務局へご連絡いただくようお願いいたし

ます。

　なお、手話通訳者の都合により、ご希望に添え

ない場合もありますので、あらかじめご了承願い

ます。

　その他、ご意見・ご要望ございましたら、議会

事務局までお寄せください。

※本会議は、午前9時30分から始まります。　本議会当日役場6階の議会事務局窓口で受付簿に



５月15日（火）に

は、第３回三芳町議会

臨時会が開かれます。

・議会改選後初めての議会です・

議員の紹介・正副議長及び常任委員会等

の構成については、６月１日号の「広

報みよし」にて掲載する予定

です。

　
ゴ
ア
前
米
副
大
統
領
が
地
球
温
暖
化
防

止
を
訴
え
る
映
画

不
都
合
な
真
実

が

ア
カ
デ
ミ

賞
の
長
編
ド
キ
奛
メ
ン
タ

リ

賞
を
受
賞
し
た

ゴ
ア
氏
は
二
〇
〇

〇
年
の
米
大
統
領
選
で
ブ
兊
シ
奛
現
大
統

領
と
の
争
い
で
敗
れ

失
意
の
中

自
分

の
進
む
道
を
真
剣
に
考
え

地
球
温
暖
化

の
脅
威
を
広
く
伝
え
る
こ
と
が
政
治
家
と

し
て
の
自
分
の
使
命
と
思
い
至

た
と
い

う　
映
画
の
タ
イ
ト
ル
は

温
暖
化
の
原
因

が
石
油
依
存
の
現
代
文
明
に
あ
り

そ
れ

を
否
定
す
る
こ
と
は
快
適
な
生
活
を
否
定

す
る
こ
と
に
繋
が
り

真
実
は
個
々
の
人

間
に
都
合
の
悪
い
こ
と
で
も
あ
る

と
の

意
味

彼
は
不
都
合
な
真
実
を
直
視
し

意
識
と
行
動
を
変
え
る
勇
気
を
持

て
欲

し
い
と
訴
え
て
い
る

　
三
月
議
会
に
て
ス
マ

ト
Ｉ
Ｃ
フ
ル
化

へ
の
予
算
が
付
い
た

周
辺
地
域
の
排
ガ

ス
公
害
を
心
配
す
る
声
も
あ
る
が

そ
れ

以
上
に
町
の
活
性
化
と
交
通
利
便
性
向
上

を
喜
ぶ
声
が
大
き
い

温
暖
化
ガ
ス
排
出

抑
制
に
は

環
境
に
優
し
い
エ
コ
カ

の

普
及
が
重
要
だ

　
さ
て

今
回
の
編
集
で
現
委
員
会
は
解

散
で
す

ご
愛
読
い
た
だ
き

本
当
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
長

委
　

員
　

長
　
内
　
藤
　
美
佐
子
　

副
委
員
長
　
吉
　
村
　
美
津
子
　

委
　
　
員
　
神
　
田
　
順
　
子
　

委
　
　
員
　

　
橋
　
忠
　
一
　

委
　
　
員
　
板
　
垣
　
　
　
清
　

議
　
　
長
　
加
　
茂
　
淳
　
子
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編 集 後 記

12

２月

６ 日 入間東部地区衛生組合議会総務常任委員会

20日 入間東部地区衛生組合議会全員協議会

27日 議会運営委員会及び全員協議会

３月

１ 日 埼玉県町村議会議長会定期総会及び自治功労者

表彰式

２〜16日　第２回三芳町議会定例会

８ 日 議会運営委員会及び代表者会議

12日 入間東部地区消防組合議会運営委員会

19日 入間東部地区衛生組合議会運営委員会及び総務

常任委員会

　　　　入間東部地区消防組合議会定例会

26日 入間東部地区衛生組合議会定例会

27日 入間郡町村議会議長会役員会

29日 議会だより編集委員会

４月

４ 日 埼玉県町村議会議長会役員会

* 傍聴される方は、６階議会事務局で受付をしてから議場にお入りください *

次の議会定例会は ６ 月 ４ 日（月）開会予定です

皆様の傍聴をお待ちしております。

ご意見・ご要望もお寄せください。

（ＦＡＸ・メール等をご利用ください）

議 会 活 動 日 誌
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